
一般質問～市政を問う～

適応指導教室への交通手段の確保が必要

不登校児童・生徒への
対応は

佐藤　旭浩議員

教育部長

不
登
校
児
童
・
生
徒
の

対
応
に一層
の
充
実
が
求
め

ら
れ
る
が
、ど
の
よ
う
な
取

り
組
み
を
し
て
い
る
か
。

市
内
2
カ
所
に
適
応
指

導
教
室
す
ま
い
る
を
設
置

し
、居
場
所
の
提
供
、学
習

支
援
や
集
団
活
動
、相
談
を

行
な
い
、社
会
的
自
立
や
学

校
復
帰
に
向
け
て
取
り
組
ん

で
い
る
。

適
応
指
導
教
室
利
用
者

の
交
通
手
段
は
。

自
転
車
、保
護
者
に
よ

る
送
迎
、巡
回
バ
ス
を
利
用

し
て
い
る
。自
宅
か
ら
最
も

遠
い
利
用
者
は
保
護
者
の
送

迎
で
あ
る
。

適
応
指
導
教
室
を
利
用

し
て
い
な
い
不
登
校
児
童
・

生
徒
へ
の
対
応
は
。

G
I
G
A
ス
ク
ー
ル
に

よ
る
授
業
の
配
信
、ス
ク
ー

ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
不
登
校

児
童・生
徒
に
対
し
、リ
モ
ー

ト
に
よ
る
相
談
を
し
て
い
る

事
例
が
あ
る
。

不
登
校
児
童
・
生
徒
に

向
け
た
新
た
な
取
り
組
み
の

考
え
は
。

適
応
指
導
教
室
の
利
用

に
お
い
て
、交
通
手
段
の
確

保
に
つ
い
て
柔
軟
な
対
応
が

必
要
と
考
え
る
。

ご
み
出
し
困
難
世
帯
に

対
す
る
事
業
化
に
向
け
、ど

の
よ
う
な
検
討
を
し
た
の

か
。

環
境
課
、高
齢
福
祉
課
、

社
会
福
祉
課
で
検
討
し
、自

分
で
ご
み
出
し
が
困
難
で
親

族
や
近
隣
者
等
の
協
力
が
得

ら
れ
な
い
要
介
護
1
以
上
、

身
体
障
害
者
手
帳
の
肢
体

不
自
由
者
1
・
2
級
、視
覚

障
害
者
1
・
2
級
、精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
1
級
、

療
育
手
帳
A
判
定
の
条
件
に

該
当
す
る
者
の
世
帯
が
対

象
。令
和
6
年
9
月
か
ら
試

行
的
に
行
う
予
定
。

申
請
方
法
は
。

環
境
課
、高
齢
福
祉
課
、

社
会
福
祉
課
及
び
支
所
で
受

け
付
け
る
。対
象
者
の
状
況

を
家
庭
訪
問
に
よ
り
調
査
を

行
っ
て
利
用
決
定
し
、週
1

回
戸
別
収
集
を
す
る
。

ご
み
は
ど
の
よ
う
に
収

集
す
る
の
か
。

専
用
の
シ
ー
ル
を
渡

し
、各
自
用
意
し
た
蓋
つ
き

容
器
に
シ
ー
ル
を
貼
り
、事

業
者
は
シ
ー
ル
を
目
印
に
収

集
す
る
。可
燃
・
不
燃
・
プ
ラ

類
の
ご
み
を
市
の
指
定
ご
み

袋
に
入
れ
、一
括
で
収
集
す

る
。

周
知
は
ど
の
よ
う
に
行

う
の
か
。

広
報
あ
い
さ
い
の
6
月

号
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
行
い
、

申
請
を
7
月
か
ら
受
け
付
け

る
。介

護
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
や
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
に
も
周
知
を
行
う
。

▲適応指導教室すまいる
　（市江地区コミュニティセンター）

ご
み
出
し

困
難
家
庭
に

対
す
る
支
援
は

ご
み
出
し

困
難
家
庭
に

対
す
る
支
援
は
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